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7 2018（平成30年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月17日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月17日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　全国どこでも法的トラブルの解決に必要な
情報やサービスが受けられるよう、総合法律
支援法に基づき平成18年４月に設立された法
務省所管の法人。正式名称は日本司法支援セ
ンター。今年１月からは、新たに認知機能が
十分でない者及びDV、ストーカー被害者へ
の法律相談等が業務に追加されました。

ワンポイント 法テラス

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY
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７月号─2

１　

創
設
の
背
景

　

中
小
企
業
経
営
者
の
高
齢
化
が
進

み
、
今
後
五
年
間
で
三
十
万
人
以
上

が
七
十
歳
（
平
均
引
退
年
齢
）
を
超

え
る
一
方
、
そ
の
半
数
以
上
の
経
営

者
が
事
業
承
継
の
準
備
を
終
え
て
い

ま
せ
ん
。
事
業
承
継
の
円
滑
な
実
施

は
、
事
業
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ

る
雇
用
の
維
持
に
加
え
、
休
廃
業
企

業
の
う
ち
一
定
数
は
経
常
利
益
が
黒

字
で
あ
る
こ
と
等
も
踏
ま
え
る
と
、

地
域
経
済
の
維
持
・
活
力
向
上
の
観

点
で
も
極
め
て
重
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、
平
成
三
十
年
度
税
制
改

正
で
は
、
事
業
を
譲
り
受
け
た
り
相

続
し
た
後
継
者
が
、
そ
の
会
社
を
経

営
し
て
い
く
場
合
に
は
、
後
継
者
が

納
付
す
べ
き
相
続
税
や
贈
与
税
の
う

ち
、
そ
の
相
続
・
贈
与
の
あ
っ
た
非

上
場
株
式
等
（
一
定
の
部
分
）
に
係

る
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
が
猶
予

さ
れ
、
一
定
の
場
合
に
は
免
除
さ
れ

る
「
事
業
承
継
税
制
」
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
措
置
に
加
え
、
税
負
担

の
軽
減
や
、
雇
用
継
続
・
事
業
継
続

等
の
各
種
要
件
を
見
直
す
こ
と
で
、

中
小
企
業
経
営
者
の
事
業
承
継
を
よ

り
一
層
後
押
し
し
、
事
業
の
継
続
・

発
展
を
通
じ
た
地
域
経
済
・
雇
用
の

維
持
・
活
性
化
を
図
る
「
事
業
承
継

税
制
の
特
例
」
が
一
〇
年
間
の
時
限

措
置
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

２　

特
例
の
内
容

　

こ
の
特
例
（
特
例
措
置
）
は
、
平

成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
五
年
以
内

に
、
事
業
後
継
者
や
承
継
時
ま
で
の

経
営
見
通
し
等
が
記
載
さ
れ
た
特
例

承
継
計
画
の
作
成
を
行
う
な
ど
一
定

の
要
件
の
下
、
相
続
・
贈
与
に
よ
る

事
業
承
継
を
行
う
場
合
に
、
既
存
の

事
業
承
継
税
制
（
一
般
措
置
）
に
代

え
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
図

表
1
参
照
）。

⑴
　
猶
予
対
象
株
式
の
制
限
の
撤
廃

　

一
般
措
置
で
は
、
納
税
猶
予
の
対

象
と
な
る
の
は
総
株
式
の
最
大
三
分

の
二
ま
で
で
す
が
、
特
例
措
置
で
は

全
株
式
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑵
　
納
税
猶
予
割
合
の
引
上
げ

　

一
般
措
置
で
は
、
相
続
し
た
株
式

等
に
係
る
猶
予
割
合
は
八
〇
％
で
す

が
、
特
例
措
置
で
は
こ
れ
が
一
〇
〇

％
に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑶
　
雇
用
確
保
要
件
の
弾
力
化

　

一
般
措
置
で
は
、
承
継
後
五
年
間

平
均
で
雇
用
の
八
割
を
維
持
す
る
要

件
（
雇
用
確
保
要
件
）
を
満
た
せ
な

か
っ
た
場
合
に
は
猶
予
さ
れ
た
贈
与

税
・
相
続
税
を
全
額
納
付
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
特
例
措
置

で
は
、
雇
用
確
保
要
件
を
満
た
さ
な

い
場
合
で
も
、
そ
の
満
た
せ
な
い
理

由
を
記
載
し
た
書
類
（
認
定
経
営
革

新
等
支
援
機
関
の
意
見
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
）
を
都
道
府
県
に
提
出

す
る
こ
と
で
、
納
税
猶
予
が
継
続
さ

れ
ま
す
。

⑷
　
複
数
の
後
継
者
へ
の
贈
与
・
相

続
に
対
象
を
拡
大

　

従
来
、
代
表
権
を
有
す
る
又
は
有

し
て
い
た
先
代
経
営
者
か
ら
一
人
の

後
継
者
へ
の
承
継
が
対
象
で
し
た
が
、

特
例
措
置
で
は
、
中
小
企
業
経
営
の

実
情
に
合
わ
せ
た
多
様
な
事
業
承
継

を
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
親
族

外
を
含
む
複
数
の
株
主
か
ら
、
代
表

者
で
あ
る
後
継
者
（
最
大
三
人
）
へ

の
承
継
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
一
般
措
置
で
も
、
複
数
の
株
主

か
ら
の
承
継
に
つ
い
て
は
可
能
と
な

り
ま
し
た
。

⑸
　
経
営
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た

減
免
制
度
の
創
設

　

一
般
措
置
で
は
、
後
継
者
が
自
主

廃
業
や
売
却
を
行
う
際
、
経
営
環
境

の
変
化
に
よ
り
株
価
が
下
落
し
た
場

合
で
も
、
承
継
時
の
株
価
を
も
と
に

贈
与
税
等
を
納
税
す
る
た
め
、
過
大

な
税
負
担
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
し
た
。

　

特
例
措
置
で
は
、
特
例
経
営
承
継

期
間
経
過
後
に
、
過
去
三
年
間
の
う

ち
二
年
以
上
赤
字
の
場
合
な
ど
、
事

業
の
継
続
が
困
難
な
一
定
の
事
由
が

創設された
事業承継税制の
特例のポイント
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生
じ
た
場
合
に
特
例
措
置
の
適
用
に

係
る
非
上
場
株
式
等
の
譲
渡
等
を
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
対
価
の
額
（
相

続
税
評
価
額
の
五
割
が
下
限
）
を
基

に
相
続
（
贈
与
）
税
額
等
を
再
計
算

し
、
再
計
算
し
た
税
額
と
直
前
配
当

等
の
金
額
と
の
合
計
額
が
当
初
の
納

税
猶
予
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
そ

の
差
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

３　

適
用
要
件

　

特
例
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
先

代
経
営
者
、
後
継
者
、
会
社
に
次
の

よ
う
な
要
件
が
必
要
で
す
（
図
表
２

参
照
）。

　

ま
た
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
の
所
見
を
記
載
し
た
特
例
承
継
計

画
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
同

支
援
機
関
と
し
て
は
、
税
理
士
、
商

工
会
議
所
、
金
融
機
関
、
民
間
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
等
が
あ
り
ま
す
が
、

税
理
士
が
約
四
分
の
三
を
占
め
て
い

ま
す
。

４　

適
用
期
日

　

こ
の
特
例
は
、
平
成
三
十
年
一
月

一
日
か
ら
三
十
九
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
贈
与
等
に
よ
り
取
得

す
る
財
産
に
係
る
贈
与
税
又
は
相
続

税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

図表２　適用要件
相続時精算課税制度と併用可

【先代経営者の主な要件】
・会社の代表者（であるorだった）
・相続又は一括贈与時点で、先代経営者
　と同族関係者で発行済議決権株式総数
　の50％超の株式を保有かつ同族内で筆
　頭株主である

【贈与の場合には次の要件が追加】
・代表を退任（するorしている）

【後継者の主な要件】
（1つの会社で適用される者は 3人まで）
・会社の代表者である
・この相続又は贈与により、後継者と同
　族関係者で総議決権数の50％超を保
　有かつ同族内で筆頭株主（後継者が複
　数の場合には、それぞれ２位、３位※）
　となる
　※少なくとも総議決権数の10％は保有

【贈与の場合には次の要件が追加】
・20歳以上
・役員就任後３年経過

【認定対象会社の主な要件】
・承継法上の中小企業者
　（特例有限会社、持分会社も対象、医療法人は対象外）
・非上場会社である
・資産管理会社に該当しない

業　種
製造業ほか
卸売業
小売業

サービス業

資本金
3億円以下
1億円以下
5千万円以下

又は 従業員数
300人以下
100人以下
50人以下
100人以下

後継者先代
経営者

その他
株主

会　社

株式の相続又は
一括贈与

推定相続人でなくても、
相続時精算課税制度の適用可

図表１　特例措置と一般措置の比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国税庁資料）
特例措置 一般措置

事前の計画策定等
５年以内の特例承継計画の提出

	平成30年（2018年）４月１日から
	平成35年（2023年）３月31日まで

不要

適用期限
10年以内の贈与・相続等

	平成30年（2018年）１月１日から
	平成39年（2027年）12月31日まで

なし

対象株数 全株式 総株式数の最大３分の２まで

納税猶予割合 100％ 贈与：100％　相続：80％

承継パターン 複数の株主から最大３人の後継者 複数の株主から１人の後継者

雇用確保要件 弾力化 承継後５年間
平均８割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事
由が生じた場合の免除 あり なし

相続時精算課税の適用 60歳以上の者から
20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から20歳以上の
推定相続人・孫への贈与
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　相続税の申告書を提出する際は、従来、
①「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続
人を明らかにする書類を添付する必要があ
りました。
　しかし、平成30年４月１日以後に提出
する相続税の申告書より、①に代えて、②
図形式の「法定相続情報一覧図の写し」（子
の続柄が、実子または養子のいずれである
かがわかるように記載されたものに限る）
または①と②のいずれかをコピー機で複写
したものを利用することが認められること
となりました。
　なお、被相続人に養子がいる場合には、
その養子の戸籍の謄本または抄本（コピー
機で複写したものを含む）の添付も必要で
す。
　「法定相続情報一覧図の写し」とは、相

続登記の促進を目的として、全国の法務局
で運用を開始した「法定相続情報証明制度」
を利用することで交付を受けることができ
る証明書で、戸籍に基づいて、法定相続人
が誰であるかを登記官が証明したものです。
　亡くなった方の本籍地、住所地、申出人
の住所地、亡くなった方の名義の不動産の
所在地を管轄する法務局のいずれかに、相
続人等が申出をすることにより、無料で交
付を受けることができます。申出をする際
は、相続人等が戸籍謄本等の収集と法定相
続情報一覧図の作成を行い、法務局に提出
します。
　なお、法定相続情報一覧図は、図形式の
ほか、被相続人及び相続人を単に列挙する
形式（列挙形式）のものがありますが、列挙
形式では相続人の法定相続分が確認できな
い場合もあるため、相続税の添付書類とし
て利用できるのは、図形式のものでなけれ
ばなりません。

相続税の申告書の添付書類
に法定相続情報一覧図の写
しが追加

　印紙税の判定にあたって、消費税及び地
方消費税（消費税等）の金額が区分記載さ
れている場合には、その消費税等の金額は、
記載金額に含まれません。では、消費税等
の免税事業者が、消費税等に相当する金額
を区分記載した受取書を作成した場合も同
様に考えればよいのでしょうか？
　この点、消費税等の免税事業者について
は、その取引に課されるべき消費税等がな
いため、受取書等に「消費税及び地方消費
税」として具体的金額を区分して記載して
いたとしても、これに相当する金額は記載
金額に含めなければなりません。
　第１号文書（不動産の譲渡等に関する契
約書）、第２号文書（請負に関する契約書）、
第19号文書（金銭又は有価証券の受取通
帳）、第20号文書（判取帳）についても、
同様の取扱いになります。

 印紙税　消費税等の免税事業者
が作成する受取書の記載金額

　

個
人
事
業
者
が
事
業
用
の
棚
卸
資

産
を
家
事
の
た
め
に
消
費
し
、
ま
た

は
使
用
す
る
こ
と
を
自
家
消
費
と
い

い
ま
す
。
こ
の
自
家
消
費
を
し
た
場

合
、
対
価
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
消
費

税
法
の
定
め
る
み
な
し
譲
渡
に
該
当

し
、
消
費
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
場
合
の
み
な
し
譲
渡
に
係
る

対
価
の
額
は
、
自
家
消
費
し
た
時
点

の
棚
卸
資
産
の
価
額
（
時
価
）
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

棚
卸
資
産
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支

払
対
価
の
額
に
相
当
す
る
金
額
以
上

の
金
額
で
、
か
つ
、
通
常
の
販
売
価

額
の
50
％
以
上
の
金
額
で
あ
れ
ば
認

め
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
棚
卸
資
産
以
外
の
資
産
で

事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
も
の
を
自

家
消
費
し
た
場
合
は
、
そ
の
資
産
の

時
価
に
よ
り
課
税
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

個
人
事
業
者
が
棚
卸
資
産
を
自
家
消
費
し
た
と
き
の
消
費
税


